
出産後に共済組合へ提出する医師の証明がある「出産費請求書」は、産前産後休暇にかかる掛金免除
申請の添付書類としても有効です。併せて提出しましょう。

※平成26年4月1日から施行された新しい制度です。所属所に備えてある「共済組合事務手引」（平成26年3月発行、
32～33頁）を活用してください。

産休期間内で、出産日（出産日が出産予定日より遅れた場合は出産予定日）を含む前６週（42日前）から、
出産日を含まず後８週（56日後）にあたる日となります。

①医師の証明がある「出産費請求書」の写し
②「出生届」の右半分（出生証明書）の写し
③「母子手帳」内の出生届済証明の写し
これらは「子の出産日・出産人数」が記載されています。

● 昨年と比べると、組合員は12人の減、被扶養者は1,106人の減となっています。

● 昨年と比べると、保健給付が58,415千円の減、短
期経理全体で110,800千円の減となっています。

● 昨年と比べると、貸付経理全体で317,614千円の
減となっています。

● 昨年と比べると、保健経理全体で20,845千円の
増、中でも組合員の関心が高い健診事業（ドック
関係）は22,060千円増となっています。

産休期間=H26.6.2～H26.9.21
（出産人数=単胎、出産予定日＝H26.7.27、出産日=H26.6.30）
【 初  日 】 出産日 H26.6.30 ー 41日 ＝ H26.5.20
ただし、H26.5.20は産休開始以前のため、産休開始日のH26.6.2が初日となります。

【終了日】 出産日H26.6.30 ＋ 56日 ＝ H26.8.25 ※実際の産休終了日とは異なります。

出産予定日以前の出産　⇒　出産日－41日
出産予定日後の出産　　⇒　出産予定日－41日
（注）上記で算出した初日が産休開始以前の場合は、
　　初日＝産休開始日となります（免除期間は産休期間内のため）。

終了日 ＝ 出産日＋56日

組合員とその被扶養者が病気・負傷・出産・結婚・休
業等をしたときに給付を行っています。

年金のための経理で、組合員が退職したときや死亡
したときなどに、退職共済年金や遺族共済年金等を給
付しています。
給付事業は公立学校共済組合本部が行うため、平
成25年度の収入額58,514,506千円全額を本部へ送
金しました。

組合員とその家族の健康保持や元気回復を目的とし
た事業を行っています。

組合員が臨時に資金を必要とする場合に貸付けを
行っています。

区分 男 女 計 被扶養者数
（単位：人） （単位：人）

現職組合員   15,473 17,056 32,529

任意継続組合員  462 426 888

組合員１人
あたりの
被扶養者数

30,091

0.90

保健給付 
8,363,852

休業給付 
1,087,138

災害給付 2,998
附加給付  405,575

合計 9,859,563
（単位：千円）

合計 497,613
（単位：千円）

合計 739,709
（単位：千円）

※介護構造部分に係る貸付けは住宅貸付に含まれています。

健診事業
（ドック関係）
 419,324

特定健診等事業 
12,998

健康づくり事業 
3,263

宿泊利用補助 
34,740

会合利用補助 18,664

婚礼利用補助 2,908

一般事業 5,716

一般 
382,574

住宅 
239,635

教育 
83,200

医療 8,700
結婚 22,500

葬祭 3,100

AA

BB

平成26年4月1日から産前産後休暇（以下、「産休」という。）にかかる
掛金免除が始まりました。免除を受けるには申請が必要です。
提出書類のキーワードは…「産休期間・出産日・出産人数・出産予定日」

 ［提出書類］ ● 産前産後休業掛金免除申出書（以下「申出書」という。）
  ● 産休期間がわかるもの（休暇申請承認簿の写し等）
  ● 出産日・出産人数がわかる証明書
  ● 出産予定日がわかる医師の証明書 ※出産予定日より遅く出産した場合のみ

初日は、出産日（予定日）を
含む 42日前だから、
41日を引くのね♪

今後も組合員の皆さまの福利厚生の充実のために、
随時改善に努めてまいります。
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ここがポイント！！産前産後休暇の掛金免除申請

例

その
１ 申出書の「産前産後休業の期間」は「実際の産前産後休暇の期間」ではありません。

その
2 おすすめの「出産日・出産人数がわかる証明書」は…？

その
3 申請するタイミングは出産後の出産費請求と同時がおすすめです。


